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ＮＤＬサーチ（１）

• 所蔵機関、情報種別を問わない統合検索機
能の提供

書誌、目次及び全文テキストからの検索

• 同一著作物、同一資料をグルーピング表示

• 日中韓の国立図書館の統合検索（翻訳検
索・翻訳表示）



ＮＤＬサーチ（２）

• コンテンツの閲覧及びナビゲーションを容易
にする機能の提供

• ユーザビリティを向上させた検索機能の提供

– あいまい検索（表記ゆれ、キーワードサジ
ェスト）

– 絞り込み検索（ファセット検索）及び再検索
機能（連想キーワード検索、シソーラス検
索、キーワードレコメンド）



幾つかの新しいサービス

• ＪＡＰＡＮ／ＭＡＲＣの主要部分は納本後２～
３日でネット上に提供し、広く利用してもらえる
ようにした。

• 書誌情報を一括してダウンロードできるように
した。

• リサーチ・ナビによって専門分野の資料の探
索がやり易くした。



• レファレンス協同データベースは５万件になっ
て参照されているが、大学図書館、公共図書
館等のさらなる協力を得て、より充実したもの
にしたい。

• 総合目録データベースサービスは新システム
で便利になるが、カーリルの導入によって、
近くの図書館の所蔵情報も提供できるように
なった。



Ⅱ 国立国会図書館の電子図書館
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国立国会図書館における
ディジタル化の現状（１）

• 国会会議録(戦後)は全て文字テキスト
化し、種々の検索が可能。

• 帝国議会会議録は全ての資料がディジ
タル画像データとして読むことができる。

• 日本法令索引で１８６７年以降の全ての
法律、条約等が検索できる。
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国立国会図書館における
ディジタル化の現状（２）

• １８６７－１９２５年の当館所蔵のほぼ全ての
図書の本文をディジタル画像で読める。

（約１２万タイトル、１７万冊）

• 当館所蔵の貴重書（和漢書、錦絵、絵図、重
要文化財など）がカラー画像で見ることがで
きる。

• 「日本の記憶」というテーマの下に、ユニーク
な資料の画像を見ることができる。
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資料のディジタル化における問題

• 著作権のある図書のディジタル化は著作権
者の許諾を必要とする。

• 著作権者を探し出すのに時間と費用がかか
る。

• 著作権者不明の図書が多い（孤児出版物）。

• 孤児出版物は著作権者が出て来た時に著作
権料を払うことにして、ディジタル化できるよう
にするべきである。



著作権法改正

• 国立国会図書館における特例

国立国会図書館においては、図書資料保存の目
的で許諾なく図書資料のディジタル化をすることが
できる（この場合のディジタル化は、利害関係者と
の話合いでディジタルイメージまでであって、文字
テキスト化ができないことになっている）。
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障害者のための著作権法の改正

• これまでの点字図書館から、政令で定める図
書館（国立国会図書館をはじめ、公共図書館
等）にまで広げて図書のディジタル化による
提供が可能となる。

• 図書館間でのデータ送信、図書館から視覚
障害者の方々への送信が可能となる。

• 将来、視覚障害者の範囲が発達障害者等に
拡大されることが期待される。
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新しいディジタル化計画

• 資料のディジタル化のために補正予算１２７
億円を獲得。

• １９６８年までの図書、雑誌、博士論文、官報、
古典籍等約９０万冊を２年間でディジタル化
する予定。

• ディジタル化はイメージのレベルであり、文字
化は出版界の強い反対により出来ない。
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• ディジタル化された資料は館内の端末でのみ
見ることが可能、同時に見られるのは蔵書冊
数以下。

• 著作権者から許諾を得る作業も進めており、
許諾の得られたものは、順次ネット上で公開
してゆく。その場合、利用は自由である。
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: インターネット提供中

: インターネット提供予定（戦前期刊行図書、博士論文は著作権処理）

: 館内提供予定

官報 1,000冊（1883‐1952）

戦前期
未撮影分

国内刊行雑誌
12,000タイトル（～2000年）

博士論文 140,000タイトル

図書 明治・大正期刊行
図書

170,000 冊

大
正
期

昭和前期
刊行図書

戦後期刊行図書

（1945～1968年）

313,000冊

古典籍
資料

貴重書
等

1,000タイトル

58,000冊

その他

1990 1995 2000

時代 江戸期以前 明治 大正 昭和前期 昭和戦後 平成

1960 1965 1970 1975 1980 19851920 1930 1940 1945 1950 19551860 1870 1880 1890 1900 1910

近代デジタル

ライブラリー

（インターネット提供）

貴重書画像

データベース

（インターネット提供）

332,000冊

国内図書の約1/5（約89万冊）

が終了見込

NDLにおける電子化の現状
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インターネット上の情報

• born-digital 情報の存在。

• 国の文化財として収集・保存・活用すべきも
の。

• Webサイトはどんどん開設されるとともに、消
えていくものも多い。

• 安定的に開設されているWebサイトも内容は
常に変化している。

• これらを常に追跡して保存することが大切。
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国立国会図書館における
Webアーカイビング

• WARP（Web Archiving Project）と略称。

• ２００２年から約２７００サイトのWeb情報
と、約２０００タイトルの電子雑誌の収集を
行っている。

• イベント、町村合併等、消去の可能性が
高いWebサイトを優先。



WEBサイトの収集

・国立国会図書館法の改正

国、地方公共団体、国公立大学、独立行政法人
等のwebサイトを許諾なく収集できる。

・深層webで収集のできない部分については送っ
てもらう。

・収集したwebサイトの情報は、許諾を得てイン
ターネット上に公開する。
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Ⅲ 電子書籍の配信システム
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グーグルの理想と現実

• 全世界の情報を集め、世界中の人達の利用
に供する。

• 各国の著作権法を無視して本のディジタル化
を進めた。

• 米国のほとんどの出版社の（電子）出版物を
グーグルのデータベースから世界中に販売
する。

• 世界中の出版社がそこに出版物を出すこと
になるだろう。世界最大の書店が出現する。
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我々のなすべきこと

• 自国の知的資産は自国で守り、積極的に発
信する。

• これは永続性が最も大切であり、公的機関が
なすべきものである。

• フランスはグーグルに対抗して、フランスの文
化財のディジタル化にぼう大な予算を投入す
ると表明。

• ドイツ連邦政府もドイツディジタル図書館設立
のために基金を拠出すると共に、その後年間
の維持費を継続して出すと表明。
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電子納本の大切さ

• 出版物を中心とする日本の文化創造活動は
収集、保存され、新しい創造のために利用さ
れるべきである。

• 日本の出版物は納本制度により国立国会図
書館で収集され、利用に供されている。

• 電子出版物についても電子納本、保存され、
利用に供されるべきである。
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文字テキスト化に対する危惧

• テキストを頁のイメージでなく文字テキストに
すると、全文検索、加工が自由になされ、ま
た不特定多数に流れてゆく可能性が高い。

• 出版界はこれを非常に危険視し、国立国会
図書館における画像テキストの文字化には
反対している。



出版界の危惧を解消するために

• 図書館で出版物が文字テキスト化され、自由
に貸出されるようにするためには、これによっ
て出版社と著者の収入が減らない工夫が必
要である。

• ディジタル書籍の流通システムを工夫して出
版社、著者等の権利者に応分の収入が得ら
れるようにする必要がある。



・出版社からの販売

・有償の貸出し

・権利者への配分

紙 ディジタル

出 版 社 （ 権 利 者 ）

電子出版物流通
センター （仮称）

公共図書館等

館内利用者

広告主

書庫

公共図書館へ貸し出した資料は館内でのみの利用

納本制度

ディジタル化

（納本制度）

国立国会図書館
（クラウド）

ディジタル時代の図書館と出版社・読者

ディジタル
アーカイブ

無料 無料

利 用 者

広告掲載料支払い

無料
貸出

アクセス料金
の支払い

読 者

（X円/頁で購入）

長尾真2010



Japan Book Search －ありうる姿－

• 国立国会図書館には全ての（オンライン）出
版物が集まり、保存され、後世の人達の利用
に供せられるようになる必要がある。

• 国立国会図書館にアクセスすれば日本中の
（電子）出版物の所在が分かるようにする。

• 検索結果の資料が国立国会図書館のディジ
タルアーカイブにあれば、アクセス料を出版
社に支払って借りられるようにする。
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電子出版物の販売

• グーグルは出版社から電子出版物を受け入
れ、出版社の定める値段で販売を代行する。

• グーグルのデータベースには世界中の出版
物が集中し、世界最大の書店となるだろう。

• 日本でこの役割りをはたせる企業はない。
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• 国立国会図書館のディジタルアーカイブを利
用することが考えられる。

• 電子出版物を買う人は、国立国会図書館の
ディジタルアーカイブから買って、料金は出版
社へ支払う。

• こうすれば各出版社がディジタルアーカイブ
を維持する必要が無くなる。

29



Ⅳ 電子書籍と読書端末
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読書端末装置

• Kindle、Reader、Nook、iPad、ガラパゴスなど、
携帯型の電子読書器が普及しはじめた。

• 近い将来もっと便利なものが出てくる。

• 日本での普及のキーポイントは新聞が読め
ることであろう。

• これからの若い人にとっては電子新聞・雑
誌・書籍が一般的なものとなるだろう。

• 電子教科書・問題集などが広がるだろう。
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これからの電子書籍の世界

• 電子読書端末は文字のほかに音や映像
が扱えるマルチメディア端末である。

• 紙の本では表現できないことが表現でき
る。

• 電子書籍は文字だけでなく図、表、音、動
画像などマルチメディアの著作物となって
ゆくだろう。
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• 読者が端末表示画面に指やペン、音声
などによって意図を伝達することができ
るようになる。

• したがって読者と電子書籍との間で対話
の関係が生じる。

• 端末装置はネットにつながっているか
ら、読者は他の読者と共同で読書をした
り、著者などと対話できることになり、著
作活動、読書活動に新しい世界が開か
れる。
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電子読書端末の特徴
時代 内容 媒体 道具・手段 量 形 特徴

古代 文章 石板、粘土板 のみ、へら １枚 板

1～2次元
表現

<グーテンベ
ルグ>

文章

図

竹簡、木簡、パ
ピルス、羊皮紙

筆と墨
筆写

１組
巻物

版木 多数冊

紙

冊子
(頁という概念)

文章、図、写真 活字印刷
ぼう大な冊

数
本

(目次、索引)

ディジタル
時代

(フェーズ1)
文章、図、写真

音、動画像、イ
メージ

電子読書端末
キーボード
スキャナー
電子表示

任意冊数

電子読書端末に
ぼう大な数の本
が入れられる

任意の本の欲し
い部分を取り出せ
る検索機能

3～4次元
表現ディジタル

時代
(フェーズ 2)

著者と読者の
間のやりとりの
出来る機能を
もった電子読書
端末

電子ペンや音
声による入力

機能
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電子書籍革命

• グーテンベルグ革命は印刷術における
革命であった。

• 電子書籍の革命はコンテンツ表示の革
命であるだけでなく、人間の表現できる
内容が文字・図形・写真から、音や映像
などの多次元世界に拡大されたこと、ま
た読者が反応することが出来ることにな
り、全く新しい世界が展開される大きな
影響力のある革命である。 35



電子出版物流通プラットフォーム

• 電子出版物を流通させるためのプラット
フォームとして、日本では電子読書端末
製造企業と出版社、大手の印刷会社と出
版社・出版物取次企業などの組合せで
作ってゆく話が進んでいる。
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国立国会図書館の利用の可能性

• 国立国会図書館は過去から現在までの
全ての出版物の電子版を持つ（書籍の
ディジタル化、電子納本などで）ことにな
るので、出版社はこれを利用して電子書
籍販売をすることが考えられる。

• すなわち国立国会図書館の電子図書館
が電子出版物の流通プラットフォームと
なる可能性がある。
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Ⅴ 知識社会
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ＩＴ時代に望まれる著作権法

• 万人が読者であり、著作者である時代である
から、著作物の相互利用を促進すべきである。

• 文化庁長官の裁定手続きを簡単にする。

• 著作権者データベースを作り、これに登録し
ていない著作者の作品は孤児出版物とみな
し、裁定手続きがをする。

• フェアユース規定の導入による利用の活性化

• 許諾権から報酬請求権へ、さらに名誉権へ。
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知識社会の時代

• 物の時代から情報の時代へ

• 量から質の時代へ

• 知識が富を生み出す

• 製造から、設計、世界標準、知的所有権
へ
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知的活動に集中する

• 地球環境、エネルギー、資源、廃棄物、人口
減少などの問題を抱える中で、日本が生産
性を上げ、世界のトップグループに残るため
には知的労働に集中することが必要。

• 情報価値、知識付加価値の高いものに集中
すること（企画、設計、先端技術、知識産業、
情報産業、コンテンツ産業、メディア産業、芸
術、など）。

• そのために情報の網羅的収集が必要。
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知識インフラの必要性

• 知識の拡大再生産のためには、知識の創造
と集積・流通・活用のサイクルの構築が必要。

• 課題解決型の研究には様々な学問分野がか
かわるシステム的アプローチが必要。

• 課題を設定するためには、その課題について
これまでどのような研究がなされて来たか、
何が未解決か、イノベーションをおこせる可能
性があるか、社会に対するインパクトはどうな
りそうか等を調べねばならない。
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知の共有化

• 多くの分野がかかわるシステム的課題の場
合、理工系の研究者だけでなく、政策立案
者、人文社会系の研究者や市民もが調査し
てアセスメントができる環境を作る必要があ
る。

• あらゆる学問の成果は当然のこと、企業社会、
人間社会、自然社会等の知識・情報を収集
整理し、自由に利用できるようにしなければ
ならない。
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現代の巨大な百科全書

• 知識インフラを作るとともに、これを連想機能
によってリンクし、人間の頭脳における知識
の構造に近づけてゆく。

• この知識システムは一種の百科辞典とみるこ
とができ、情報検索から事実検索が実現でき
るようになるだろう。



知識はわれらを豊かにする

Through knowledge we prosper
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